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稲

岡

了

順

『
観
無
量
寿
経
』
第

八
像
想
観

に
、

「諸
仏
如

来
是
法
界
身
入
二
一
切
衆

生
心

想
中

一」
(浄
全

一
、七
)

と
あ
る
。

こ
の
法
界

身
は
、
諸
経

の
中
に
、
ほ
と
ん
ど

そ

の
例
を
見
ず
、

『
観
経

』
に
於

い
て
も
、

い
わ
ば
、
突
如

と
し
て

あ

ら

わ

れ

た
も

の
で
あ
る
。

善
導

は
、

こ
の
法

界
身

を
釈

し

て
、
「
言
二
法
界

一者
是

所
化

之
境
即
衆

生
界
也
言
レ
身
者
是
能

化
之
身
即
諸
仏
身
也
」

(浄
全

二
、
四
七
)

と

し
、
法
界
身

は
、
所
化

の
境

た
る
法
界
に
、

心
偏
故
、
身
偏
故
、

無
障
擬

故
の

三
由

に
よ

つ
て
、
衆

生
の
念

に
応

じ
て
、

そ
の
心
想
の
中
に
影
現
す
る
も

の
で

あ
る
と
し
、
仏
と
衆

生
と
を

二
元
的

に
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
善
導

の
確
信

で
あ
る

「
諸
仏
大
悲
於

二苦
者

一
心
偏

懸
二念
常
没
衆

生
一」
と

い
う
衆

生
救
済

の

具
象
化
で
あ
る
。

即
ち
、

心
偏

と
は
大
慈
悲

で
あ

り
身
偏
と
は
影
現
、

無
障
擬

は
大
智
慧
を
示
す
も
の
で
あ

る
。

二
方
、
浄
影
等

の
諸
師
は
、

法
界
と
は
真
如
法
性

の
異
名

で
あ
る
と
し
、
諸

法
は
勿
論
、

一
切
万
法
す

べ
て
法
界

の
体
性

を
具
す
る
も

の
と
し
、
諸
仏

と
真

如
と
衆
生
の
心
想

と
は
、

一
体

の
上

の
諸
相
で
あ
り
、

一
元
的
な
も

の
で
あ

る

と
い
う
。
衆

生
は
、
み
ず
か
ら

の
心
性
を
き
よ
め
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
法

身
の

理
仏
を
具
し
、
そ

の
ま

仏
と
な
る
。

故
に
、
『
観
経
』
所
説

の
法
界

身

の
観

法

は
、
法
身

同
体

の
真
如
観
で
あ
る
と

い
う
。

善
導

は
、

こ
れ
を
排

し
て

「既

言
レ
想
レ像
仮
二
立
三
十
二
相

一者
真
如

法
界
身
量
有

レ
相
而
可
レ
縁
有
レ
身
而

可
レ
取

也
然
法
身
無
色
絶
二
眼
対

一更
無
二類

可
フ
方
」

(浄

全
二
、
四
七
)

と

の

べ
て

い

る
。と

こ
ろ

で
、
諸
宗

に
於
け
る
法
界
観

は
、
き
わ
め
て
多
様

で
あ
る
。

法
蔵
は
、

『
華
厳
五
教
章
』
に
、

「
法
界
縁
起
無
磯
自
在

一
即

一
切

一
切
即

一
主

伴
円
融
」

(大
正
四
五
、

四
八
五
)
、
天
台

は

『
止
観
』

三
に

『
出

二法
界

外
一何

処
更

別

有
レ
法
」
(
大
正
四
六
、

二
三
)

と
い
う
。
高

崎
直
道
氏

は
、
『
如
来
蔵

思

想

の

形
成
』
(
七
六
〇
)

で
、
『
華
厳
経
』

の
諸

品
に
説
く
法
界

と
は
、

一
方
に
お
い

て
は
諸
法

の
本
性

で
あ
り
、

真
如
法
性

へ
と
展
開

す
る
が
、
他
方
で
は
、
法

の

領
域
、

即
ち
、
仏

の
教
え

の
領
域

で
あ

り
、

そ
れ
に
よ

つ
て
実
現
さ
れ
る
世
界

と
も
な
る
と

の
べ
て
い
る
。

故
に
、
法
界

身
と

い
う
も

の
は
、
浄
影
等

の
如
く
、

法
性
身
、

法
身
と
も
解
さ
れ
得
る
し
、
善
導

の
如
く
、

衆

生
界
と

の
係

り
合

い

の
中
に
、

そ

の
意
義
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
o

し
か
し
、

浄
影
等

の
諸
師
が
、

法
界
身
を
無
色
無
形

の
法
性
身
と
解
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
今

一
つ
釈
然
と
し
な
い
も

の
が
残

る
。
例
え
ば
、
浄

影
は
、

『
大
乗
義
章
』
第
十
九
に
、

仏
身
開
合

の
論
理
に
よ

つ
て
、

三
身
、

四
身
を
説

く
が
、

要
す
る
に
、
浄
影

の
仏
身
観
は
、

真
身
、

応
身

の
二
身

に
究
極
す
る
。

現

に

『
観
経
義
疏
』

に
於

い
て
、
浄
影
は

「
観
レ
仏
有

レ
ニ
、

一
真
身
観
二
応
身

観
」
(
浄
全
五
、

一
七

一
)
と
し
、

「
観
二
仏
平
等
法
門

之

身

一是

真

身

観
、
観

二

仏
如
来
共
世
間
身
一名

二応
身
観

こ

(
浄
全
五
、

一
七

一
)
と
い
い

『
観
経
』
所

説

の
三
十
二
相
八
十
種
好
を
具
せ
る
阿
弥
陀
仏
を
観
す
る
観
法

は
応
身
観
と
し

て
い
る
。

こ
れ
は
、
『
観
経
』
に
示
さ
れ
る
極
楽

の
依

報
を
論

じ

て

「
弥
陀

浄

国
浄
土
中
麓
」
と
い
い
、
次

い
で

「
更
有
二妙

刹

一此
経

不
レ説

華
厳

具
弁
」

(浄
全
五
、

一
五

二
)
と
の
べ
、
『
華
厳
経
』
所
説

の
浄
土
と

『
観
経
』

の
浄
土

を
区
別

し
て
い
る
こ
と
に
よ

つ
て
も
知

ら

れ

る

し
、

就
中
、
『
義
疏
』
に

「
今

此
所
レ
論
是
応
身
中
麓
浄
信
観
」
(
浄
全
五
、

一
七

一
)
と

か

「
此
中

所
レ
観
是

応
身
也
」
(
浄
全
五
、

一
八
五
)

に
よ

つ
て
明
瞭

で
あ
る
。
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吉
蔵
は

『
観
経
義
疏
』

で
、
想
法
身
仏
、
想
応
身
仏
の
二
種

の
観
法
を
示
し
、

法
界
身
は
、
第

一
の
想
法
身
仏
に
あ
た
る
と

い
う
。
吉

蔵
は
、

こ
の
外

に
、
実

相
法
身
観
、

修
成
法
身
観
、

化
身
観

の
三
種
観
法
を
説
く

が
、
実
相
、

修
成
の

二
法
身
観
は
、
先
き

の
想
法
身
観

に
あ
た
り
、
化
身

観
は
想
応
身
観
に
あ
た
る
。

こ
の
中
、
化
身
観
に

つ
い
て
は
、

「
観
レ
化
者
観
二西

方
浄

土
仏

一也
」
と

の
べ
て

い
る
。
即

ち
、
浄
影
、
吉
蔵
等
が

『
観
経
』

の
説
相
に

つ
い
て
、

一
方

で
は
法

界
身
を
法
性

と
な
し
、
他
方
、

阿
弥
陀
仏
を
応
身
、

化
身

と
す

る
こ
と
に
自
家

撞
著
が
あ

る
の
で
あ
る
。

注
意
す

べ
き
こ
と
は
、
『
観
経
』
が
法
界
身
を
説

く
文
は
、
「
諸
仏
如
来
是
法

界
身
」

と
あ

る
こ
と
で
あ

る
。
吉
蔵

は
、

こ
の
点
を
意
識
し
た
の
か
、
法
界
身

を
た

ち

に
阿
弥
陀
仏

に
結
び

つ
け

て
説
く

こ
と
は
し
て
い
な
い
が
、
浄
影

は
、

観
仏

に
つ
い
て
、
前
述

の
如
く
、

真
応

二
観
を
示
し
、
応

身
観
を
更

に
通
別
に

分
け
、

弥
勒
や
阿
閾
仏
等

の
特
定

の

一
仏
を
観
ず
る
も
の
を
別

観

と
し
、

『
観

経
』
に
於
け
る
観

法
は
、
阿
弥
陀
仏
を
観
ず
る
別
観

で
あ
る
と
し

「
仏
法
身
入
二

於

一
切
衆

生
心
醐故
応
当
三
一
心
繋
念
観
二
彼
阿
弥

陀
仏

こ

(浄
全

五
、

一
八
七
)

と

の
べ
て
、

明
ら
か
に
、

法
界
身
を
阿
弥
陀
仏
に

こ
と
よ
せ
て
説

い
て
い
る
。

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
浄
影
は
、

後

の
観
益
を
明
か
す
段
に
於
い
て

「
得
レ
見
二

阿
弥
陀
仏

一即
得
レ
見
二
於

一
切
仏
身

こ

と

い
い
、
更

に
、

「得
レ
見

二阿

弥

陀

仏

身

一

即
見
二
仏
心

こ

と

の
べ

「諸

仏
躰

同
故

得
レ
見
レ
一
即
見

二
一
切

一」
(
浄

全

五
、

二
八
七
)

と
会
釈

し
て
い
る
が
、

一
方

に
於

い
て

『
観
経
』
所
説

の
阿

弥
陀
仏
を
応
身
と
し
な
が
ら
、
同
じ

『
観
経
』
所
説

の
法
界
身
を
法
性
身
と
し
、

阿
弥
陀
仏
に
同
ず
る
と
す

る
浄
影

の
説

は
、
肯
首

し

が

た

い
も

の
が

あ

る
。

「
諸
仏
如
来
は
是
れ
法
界
身
な
り
」

と
い
う
大
前
提

が
あ
る

の
に
、

そ

の
諸
仏

の
随

一
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
を
応
身

と
す

る
の
は
、
明
ら

か
に
矛
盾

で
あ
る
。

一
方
、
善
導

は
、
「
諸
仏
如
来
は
法
界
身
な
り
」

と
い
う
説
示
を
ふ
ま
え

て
、

諸
仏
は
三
身
同
証
な
り
と
し
、
各

々
、
有
縁
め

行
者

の
た
め

の
待
対

の
法

と
な

る

こ
と
を
明
か
し
、
術
通
な
き
凡
夫

の
た
め
に
は
、
作
意

に
も
不
作

意
に
も
、

常
に
、

そ

の
心
念
に
応

じ
て
、
み
ず
か
ら
現
じ
た
も
う
も
の
で
あ
る
と
し
、
法

界
身
を
徹
頭
徹
尾
有
相
的

に
と
ら
え

て
我

々
に
示
し
た

の
で
あ
る
。

そ

の
こ
と

は
、

「
此
観
門
等
唯
指
レ
方

立
レ
相
住
レ
心
而
取
レ
境
如
来
懸
知
末
代
罪

濁

凡

夫

立

レ
相
住
レ
心
尚
不
レ
能
レ得

」
(浄
全

二
、
四
七
)

の
文

の
中

に
凝
結
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

な
お
、
良
忠

は
、
『
伝
通
記
』

で
、

こ
の
法
界
身
を
報
身
に
配
当
し
て
い
る

法
界
身

と
い
う
も

の
は
、
利

他
の
活
動
体
を

示
す
も

の
と
し
て
受
け

と
め
る

べ

き
で
あ

る
か
ら
、

こ
れ
を
報
身
と
す
る
の
は
、

一
応
、

も

つ
と
も
で
あ

る
。
事

実
、

善
導

が
、
『
玄
義
分
』
に
於
い
て
、
仏

身
を
、
法
身
、

報

身
、
応

身

の
三

身

に
開

き
、
阿
弥
陀
仏
が
報
身
で
あ

る
こ
と
を
、
経
説
を
引
用
し
て
証

明
し
た

こ
と
は
、

い
ま
さ
ら
、

い
う
ま
で
も
な
い

こ
と
で
あ

る
。

し
か
し
、

こ

の
善
導

の
仏
身
説

は
、
当
時

の
通
例
に
し
た
が

つ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、

就
中
、

通

論

家

の
別

時
意
説
や
、

浄
影
等

の
阿
弥
陀

仏
応
身
説

に
対
応
す
る
た
め

の
も
の

で
あ

つ
た
。

私
は
、
阿
弥
陀
仏
を
含

め
た
諸
仏
如
来
に
対

す

る
善
導

の
面

目

は
、

む
し
ろ
、

こ
の
法
界
身
釈

の
中
に
、

す

べ
て
帰
納
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

故
に
、
あ
え

て
、
法
界
身
11
阿
弥
陀
仏
"
報
身

と
す
る

の
は
、

法

界
身
と

い
う
も
の
の
、
躍
動
的
活
動
的
な
意
義
を
そ

こ
な
う
も
の
が
あ
る

の
で

は
な

い
か
と
危
倶
す

る
も

の
で
あ
る
。

一善
導
大
師

の
法
界
身
釈

に
つ
い
て

(
稲

岡
)
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